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１ 地域生活支援拠点等・基幹相談支援センター
の整備について





徳島県内の整備状況

地域生活支援拠点等

・整備市町村：１２市町

※R7.2.1現在

・整備率：５０％

（１２市町村／２４市町村）

※全国平均：７３％

基幹相談支援センター

・設置市町村：８市町（３カ所）

※R7.2.1現在

・設置率：３３％

（８市町村／２４市町村）

※全国平均：６０％



地域生活支援拠点等について



地域生活支援拠点等について



地域生活支援拠点等について



地域生活支援拠点等について

ＵＲＬ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000128378.html

拠点整備の手順を記載
拠点整備の届出等参考様式



地域生活支援拠点等について

ＵＲＬ

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001321743.pdf



地域生活支援拠点等について



基幹相談支援センターについて

後方



基幹相談支援センターについて

個別給付費

地域生活支援事業



基幹相談支援センターについて



基幹相談支援センターについて

ＵＲＬ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_
kaigo/shougaishahukushi/service/index_00001.html



基幹相談支援センターについて
基幹相談支援センターの設置方式例 ※市町村向けオンライン研修資料から抜粋

ＵＲＬ

https://www.mhlw.go.jp/content/1
2200000/001377645.pdf



自立支援協議会について



自立支援協議会について

ＵＲＬ

https://www.mhlw.go.jp/content
/12200000/001334027.pdf

【参考】（自立支援）協議会の
設置・運営ガイドライン
（令和６年３月 厚生労働省）



自立支援協議会について

協議会を活性化するための仕掛け例 ※市町村向けオンライン研修資料から抜粋

ＵＲＬ

https://www.mhlw.go.jp/content/1
2200000/001377645.pdf



令和７年度 徳島県の取組（案）

○各市町村における地域生活支援拠点等・基幹相談支援センター等に係る

取組状況等の調査

・未整備・未設置の市町村への整備・設置に向けた進捗状況、方向性等の確認

・整備・設置済みの市町村への整備・設置後の取組状況等の確認

・各地域協議会における取組状況等の確認

○上記、調査結果について市町村・県が共有

御協力の程よろしくお願いいたします。



２ 特定相談支援・障害児相談支援事業所
の情報共有等について



各市町村へのお願い

・「障害者総合支援法施行規則第３４条の５９」及び「児童福祉法施行規則第２５条の２６の６」よ
り、「特定相談支援」及び「障害児相談支援」の指定申請先は市町村となっております。

・しかしながら、徳島県では「事業所台帳システム」を県で一括管理していることから、「特定相
談支援」及び「障害児相談支援」の新規指定、指定更新、変更届、体制届等の提出があった際
には、県に情報共有をいただいているところです。

・そこで、県に情報共有いただく際の方法や提出書類について整理させていただきますのでご
確認ください。



新規指定・指定更新等について

・新規指定・指定更新について、国は標準様式及び標準添付書類を用いることを基本原則化と
し必要な法令上の措置を講ずるとのことです。

・県でも新年度より標準様式を用いるように現在様式の見直し等準備中です。

・各市町村でも新規指定・指定更新において標準様式及び標準添付書類を用いることを基本
原則化とするご準備の程お願いいたします。

（ＵＲＬ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789_00014.html



新規指定・指定更新等について
※（参考）令和６年度 全国厚生労働関係部局長会議資料



新規指定・指定更新等について
※県への情報共有書類について

【新規指定】

（提出書類）

事業所から申請のあった全ての書類
の写しを御提出ください。

その際、事業所のメールアドレスも併
せて情報共有お願いします。

※システム台帳登録し、事業所番号
付与後指定申請先の市町村に事業
所番号をメールにてお伝えします。

【指定更新】※廃止・休止・変更届

（提出書類）

事業所からの届出だけで構いませ
ん。（添付書類は不要です。）市町
村で受理した旨が分かる書類（メー
ルベタ打ちでも可）の提供を併せて
お願いします。

※ 提出方法はメールでも郵送でも大丈夫です。また、市町村から県への鏡文等は不要です。



体制届について

【体制届の受理】

・留意事項通知（者：障発第1031001号平成18年10月31日、児：障発0330第16号平成24年3月
30日）「第一届出手続の運用 １．届出の受理」において、算定される単位数が増える加算の届
出は毎月１５日以前の届出なら翌月から、１６日以降になされた場合は翌々月から算定開始と
定められています。

・各市町村において体制届（加算の届出）があった際は、その点を御留意の上、届出受理の手
続きをお願いいたします。また、その際に加算の要件についても各市町村で御確認お願いいた
します。

【提出書類】

・県への提出書類（情報共有書類）は「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」と「介
護給付費等算定に係る体制等状況一覧表」の２書類の写しで大丈夫です。

・提出方法はメールでも郵送でも大丈夫です。また、市町村から県への鏡文等は不要です。



介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表

体制届について（参考）

※上記は参考様式なので、各市町村で使用している様式で構いません。

ただし、変更となる加算が分かる形での情報共有をお願いいたします。



３ 地域連携推進会議について



地域連携推進会議

・障害者支援施設および共同生活援助において、おおむね１年に１回以上、
事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会
を設ける地域連携推進会議を開催しなければならないこととなりました。
・地域連携推進会議の構成員は、利用者及びその家族、地域住民の代表者、
障害者支援施設（共同生活援助）について知見を有する者並びに市町村の担
当者等となっております。
・つきましては、障害者支援施設や共同生活援助事業所から各市町村への会
議の出席依頼があると思われますので、事業所の円滑な制度実施に向けご理
解、ご協力をお願い申し上げます。
※ただし、「出席が難しい場合は可能な範囲で」とはなっております。
（令和6年3月29日事務連絡 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ_ＶＯＬ1 問48･49も参照）

（参考）令和５年度障害者総合福祉推進事業地域連携推進会議の手引き
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html



４ 高齢の障がい者に対する支援について

• 原則として介護保険サービスが優先（法７条）

• ただし、一律に介護保険サービスを優先することが適当でない場合あり

• 厚生労働省通知・事務連絡により、適用についての基本的な考え方や運用の具体例が
提示

• 県からも令和７年２月１４日付け事務連絡を発出

• 「共同生活援助」の対象者について
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領）」

第２－Ⅰ－５（18）イ「障害者（身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の
前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。）」

⇒この「障害福祉サービス」とは、法第５条第１項の規定する全てのサービスを指す（訪問系、
就労系、生活介護、共同生活援助 等）











５ 盲ろう者に係る同行援護の支給決定について

• 視覚と聴覚の両方に障がいのある盲ろう者は、同行援護サービスの利用時間や利用回数が比較
的多い場合があると想定される

• 盲ろう者に係る同行援護の支給決定に当たっては、利用者一人ひとりの障害の程度、介護者の
状況や利用意向等を踏まえ、適切な支給量を設定ください

• 県からも令和７年２月２１日付け事務連絡を発出

• 【厚生労働省「障害保健福祉関係主管課長会議資料（令和６年３月）」より抜粋】
③ 盲ろう者に係る支給決定について

国庫負担基準は利用者個人のサービスの上限ではなく、市町村に対する国庫負担（精算基準）
の上限であり、同じ市町村の中でサービスの利用が少ない者から多い者に回すことが可能な仕
組みとなっている。
盲ろう者は支援のための所要単位数が比較的多い者である場合が想定されるが、機械的に国
庫負担基準単位数を所要単位数で除して支給量を決定するのではなく、利用者一人ひとりの障
害の程度、介護者の状況や利用意向等を踏まえ、サービスの必要度が低い者から高い者へ回す
など、市町村内での柔軟な対応による適切な支給量の設定にご留意いただきたい。



市町村障がい福祉主管課担当者等説明会
入院者訪問支援事業について

徳島県保健福祉部健康寿命推進課



市町村障がい福祉主管課担当者等説明会

1.入院者訪問支援事業について
2. 訪問支援員の役割

3. 徳島県における事業の実施について

4. 事業周知のご協力について（依頼）



入院者訪問支援事業

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第三十五条の二 都道府県は、精神科病院に入院している者のうち第三十
三条第二項の規定により入院した者その他の外部との交流を促進するため
の支援を要するものとして厚生労働省令で定める者に対し、入院者訪問支
援員（都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了
した者のうちから都道府県知事が選任した者をいう。次項及び次条におい
て同じ。）が、その者の求めに応じ、訪問により、その者の話を誠実かつ
熱心に聞くほか、入院中の生活に関する相談、必要な情報の提供その他の
厚生労働省令で定める支援を行う事業（第三項及び次条において「入院者
訪問支援事業」という。）を行うことができる。

２ 入院者訪問支援員は、その支援を受ける者が個人の尊厳を保持し、自
立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実に
その職務を行わなければならない。

３ 入院者訪問支援事業に従事する者又は従事していた者は、正当な理由
がなく、その職務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。



○ 精神科病院で入院治療を受けている者については、医療機関外の者との面会交流が特に途絶えやすくなることを踏まえ、
入院者のうち、家族等がいない市町村長同意による医療保護入院者等を中心として、面会交流の機会が少ない等の理由によ
り、第三者による支援が必要と考えられる者に対して、希望に応じて、傾聴や生活に関する相談、情報提供等を役割とした
訪問支援員を派遣するもの。

○ 実施主体は都道府県、政令指定都市（以下、「都道府県等」という。）

入院者訪問支援事業（令和６年度以降）

【訪問支援員】

○ 都道府県知事が認めた研修を修了した者のうち、都道

府県知事が選任した者

○ 支援対象者からの求めに応じて、入院中の精神科病院

を訪問し、支援対象者の話を誠実かつ熱心に聞く（傾

聴）ほか、入院中の生活に関する相談や、支援対象者が

困りごとを解消したり、希望する支援を受けるためには

どうすれば良いのかを対象者に情報提供する。

第三者である訪問支援員が、医療機関外
から入院中の患者を訪問し支援

面会交流、支援
傾聴、生活に関する
相談、情報提供 等

第三者による支援が必要

※2人一組で精神科

病院を訪問

精神科病院

【支援対象者】

（１）市町村長同意による医療保護入院者で

あって、本事業による支援を希望する者

（２）地域の実態等を踏まえ、（１）と同等

に支援が必要として都道府県知事が認め、

本事業による支援を希望する者

都道府県等による選任・派遣

（留意点）
・令和6年度より法定事業として位置づけ。（守秘義務等）
・訪問支援員について、特段の資格等は不要。※研修修了は義務
・訪問支援員が対象者に代わって対象者の困りごとを解決することや、
訪問支援員が医療・介護・障害福祉サービスの利用を調整したりサービ
スを自ら提供することは、本事業の支援として意図するものではない。

【入院者訪問支援事業のねらい】
医療機関外の第三者が、支援対象者と会話を交わし、支援対象者

の話を傾聴することにより、様々な思いを受け止め、対象者が自ら
の力を発揮できるよう、対象者の立場に立って寄り添うもの。

※入院者の求めに応じて、都道府県等が派遣を調整

【精神科病院に入院する方々の状況】
医療機関外の者との面会交流が特に途絶
えやすく、
・孤独感や自尊心の低下
・日常的な困りごとを誰かに相談するこ
とが難しい、支援を受けたいが誰に相
談してよいかわからないといった悩み

を抱えることがある。

誰かに相談し
たい、話を聞
いてほしい

孤独感、
自尊心
の低下

精神科病院に入院している支援対象者の自尊心低下、孤独感、日常の困りごと等の解消が期待される。
厚生労働省ホームページより



「入院者訪問支援員養成研修」より



「入院者訪問支援員養成研修」より



訪問支援員派遣の流れ

①面会希望

精神科病院

退院後生活環境相談員
その他の職員等

電話・手紙等

面会日連絡

訪問支援（面会交流の実施）

②面会日の調整

④実施報告

都道府県等

②登録者から訪問支援員2名を
選任し面会日を調整する

④訪問支援員より面会の報告
を受ける

市
町
村
長
同
意
に
よ
る
医
療
保
護
入
院
者
等

③
日
程
の
連
絡

都道府県等
又は

委託先の事業所

事務局

○ 入院者から訪問支援員との面会希望があった場合に、派遣調整を行う。
○ 本人以外の者からの依頼については、本人の意向であることを確認した上で派遣調整を開始する。
○ 事務局は、支援対象者の意向を確認した日付及びその方法等については、個別に記録しておくこと。

① 入院者本人もしくは、市町村
長同意の担当者又は精神科病院の
退院後生活環境相談員等を経由し、
面会希望の連絡を受ける

③ 必要に応じて精神科病院の退院後
生活環境相談員やその他の職員等の
協力を得ることで、できる限り支援
対象者の希望に添えるよう、訪問支
援員の派遣調整を行う。

訪問支援員は、2人一組（※）で

精神科病院を訪問し、面会交流を行う

（※）ペアで訪問をする事で互いにフォローができ

緊張感の緩和につながることが先行事例から

示されている。

また、訪問支援のスキルアップのためには

経験の少ない者と経験を重ねた者によるペア

での実施が効果的とされている。

訪問支援員

厚生労働省ホームページより

http://4.bp.blogspot.com/-3pMVhbJS328/UnIELdXqg1I/AAAAAAAAZ_k/0f8-BgRJlqQ/s800/nurse_nocap.png


市町村障がい福祉主管課担当者等説明会

1. 入院者訪問支援事業について

2.訪問支援員の役割
3. 徳島県における事業の実施について

4. 事業周知のご協力について（依頼）



「入院者訪問支援員養成研修」より



「入院者訪問支援員運営研修」より

訪問支援員養成研修



訪問支援員が行えること

• 本人の話を聴く

• 本人に権利を伝える

• 専門職の役割を説明

• 伝え方を考える

• 社会資源の説明

• 情報提供

訪問支援員にとって難しいこと

• 家族調整

• 社会資源の利用調整

• 医学的な判断

• 病院職員への報告（面会で知り得た情報を本人の同意なしに病院職員に伝え

ることはできない）

• 直接的な支援（買い物の代行や外出の付き添いなどは行わない）

「入院者訪問支援員養成研修」より



市町村障がい福祉主管課担当者等説明会

1. 入院者訪問支援事業について

2. 訪問支援員の役割

3.徳島県における事業の実施について
4. 事業周知のご協力について（依頼）



令和６年度 令和７年度以降

会議

訪問
支援員

訪問支援
活動

周知・
協力依頼

事業開始

随時、関係機関へ周知及び協力依頼

講義

先行事例協力病院の募集

適宜研修
実施

今後の事業スケジュール

先行事例の開始
（随時、事例募集）

演習
3/20

受講者
募集

実務者
会議

推進
会議

事業の流れを確定

先行事例へ
の協力依頼

訪問支援員
登録(選任)

推進
会議

実施方針の確定
養成研修・先行事例

推進
会議

先行事例実施確定



市町村障がい福祉主管課担当者等説明会

1. 入院者訪問支援事業について

2. 訪問支援員の役割

3. 徳島県における事業の実施について

4.事業周知のご協力について（依頼）



入院者への事業周知

市町村担当者

○ 都道府県等は、市町村に対し、市町村長同意による医療保護入院者との面会時に当該事業を入院者に紹介
するよう依頼する。

○ 都道府県等は、精神科病院に対し、退院後生活環境相談員等から入院者に対して当該事業を紹介することや、
啓発資材の掲示等により入院者に常時当該事業の周知を図ることを依頼する 。

市町村

・ＨＰ等での広報

厚生労働省

・市町村に対し、市町村長同意の入院者への面会時に本事業を紹介するよう依頼する

・精神科病院に対し、入院者へ退院後生活環境相談員やその他の職員等から本事業を紹介することや、

啓発資材の掲示等により当該事業の周知を図るよう依頼する。

・市町村長同意後の入院者との面会時

にリーフレット等を用いて本事業

を紹介する

・退院後生活環境相談員の選任の挨拶時や

日々の支援の中でリーフレット等を用いて

本事業を紹介する

・本事業の紹介・周知のための院内掲示を行う

市町村長同意
入院患者等

退院後生活環境相談員等

精神科病院

都道府県等

厚生労働省ホームページより

http://4.bp.blogspot.com/-3pMVhbJS328/UnIELdXqg1I/AAAAAAAAZ_k/0f8-BgRJlqQ/s800/nurse_nocap.png


事業周知のご協力について（依頼）

令和６年度より法定事業として位置づけられた入院者訪問支援事業について、徳島
県では、先行事例を実施することにより課題等を精査し、その後にすべての精神科病
院での事業実施を考えております。

つきましては、先行事例の実施後、すべての精神科病院で事業を実施する際には、
入院者訪問支援事業による支援対象者である「市町村長同意による医療保護入院者」
へ事業周知のご協力をお願いいたします。

【入院者訪問支援事業による支援対象者】

（１）市町村長同意による医療保護入院者であって、本事業による支援を希望する者。

（２）地域の実態等を踏まえ、市町村長同意によらない医療保護入院者であって、本
事業による支援を希望する者のうち、県が必要と認めた者。

【協力依頼事項】

市町村長同意による医療保護入院者へ本事業による面会交流の案内

（参考「市町村長同意事務処理要領」）

【支援対象者への案内開始時期】

先行事例実施後（明確な時期は未定、改めてご連絡いたします）



精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第２項及び第６項の規定
に基づく医療保護入院及びその入院の期間の更新の際に市町村長が行う同
意について（令和５年11月27日一部改正障発1127第４号厚生省保健医療局長通知）

市町村長同意事務処理要領（抜粋）

五 同意後の事務

（一）入院中の面会等

市町村の担当者は、入院の同意後、速やかに本人に面会し、その状態を把握
するとともに市町村長が同意者であること及び市町村の担当者の連絡先、連絡
方法を本人に伝えること。なお、市町村長同意直後の面会後も、市町村長同意
による入院が継続している間は、継続して面会等を行い、本人の状態、動向の
把握等に努めること。また、退院後生活環境相談員と連携の上、施行規則第1 5 
条の1 1 の規定による医療保護入院者退院支援委員会に積極的に参加するほか、
法第4 7 条の規定に基づき、必要な情報の提供、助言その他の援助を行い、本人
の意思を尊重した上で、退院に向けた相談支援につなげること。

上記の業務を担当する者は、患者の退院に向けた調整をすることが期待され
ていることから、精神保健福祉に関する研修や精神保健福祉相談員講習会等を
受講した者が望ましい。

さらに、都道府県（ 指定都市を含む。以下同じ。） が法第35条の２ の規定
による入院者訪問支援事業を実施している場合には、面会時にリーフレット等
を用いて当該事業について紹介すること。なお、本人が当該事業を利用する旨
について都道府県への連絡を希望した際には、訪問が速やかに実施されるよう、
都道府県に確実にその旨を伝達すること。



参考

厚生労働省ホームページ

➢入院者訪問支援事業

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihouk
atsu_00003.html

➢入院者訪問支援事業訪問支援員養成研修

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihouk
atsu_00004.html

➢入院者訪問支援事業運営研修

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihouk
atsu_00005.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu_00004.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu_00004.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu_00005.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu_00005.html
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各都道府県知事 殿 

 

 

厚生省保健医療局長 
 

 

   精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第２項及び第

６項の規定に基づく医療保護入院及びその入院の期間の更新の

際に市町村長が行う同意について 

 

 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123

号）第 33 条に規定する医療保護入院に必要な家族等の同意を市町

村長が行う際の要領を別添のとおり定めたので、貴管内の市町村長

に周知のうえ、その適正な運営に配慮されたい。 

なお、別添の「市町村長同意事務処理要領」は、様式１から６ま

でを除き、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の９第３

項に規定する市町村が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基

準であることを申し添える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

別添 

市町村長同意事務処理要領 

 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123

号。以下「法」という。）第 33 条第２項及び第６項の規定に基づ

く医療保護入院及びその入院期間の更新に必要な同意を市町村長が

行う場合の事務処理については、以下の要領によること。 

一 市町村長の同意の対象となる者 

次のすべての要件を満たす者 

（一） 精神保健指定医（以下「指定医」という。）の診察の結

果、精神障害者であって、入院の必要があると認められるこ

と。 

（二） 措置入院の要件に該当しないこと（措置入院の要件にあて

はまるときには、措置入院とすること。）。 

（三） 入院又は入院期間の更新について本人の同意が得られない

こと（本人の同意がある場合には任意入院となること。）。 

（四） 病院側の調査の結果、以下のいずれかに該当すること。 

ア 当該精神障害者の家族等がいずれもいない。 

イ 家族等の全員がその意思を表示することができない。 

ウ 家族等の全員が同意又は不同意の意思表示を行わない。 

（注） 当該精神障害者について、家族等から虐待・ドメステ

ィックバイオレンス（以下「DV」という。）等が行われ

ている又は疑われる場合、当該家族等については、ア～

ウに記載する「家族等」に該当しない者として取り扱う

こと。 

 

注 

（１） 応急入院で入院した者については、72 時間を超えても家族

等のうちいずれかの者が判明しない場合で、引き続き入院が

必要な場合には、市町村長の同意が必要であること。 

（２） 家族等のうちいずれかの者がおり、その同意が得られない

ときで、法第 29 条の規定に基づく措置入院を行うべき病状

にある場合は、法第 22 条の規定に基づく申請を行うこと。 
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二 入院又は入院期間の更新の同意を行う市町村長 

（一） 本人の居住地を所管する市町村長とすること。 

居住地とは、本人の生活の本拠が置かれている場所とする

こと。生活の本拠が置かれている場所が明らかでない場合に

おいては、住民票に記載されている住所とすること。 

（二） 入院の際に居住地が不明な者については、その者の現在地

を所管する市町村長とすること。 

現在地とは、保護を要する者が警察官等によって最初に保

護された場所等をいうこと。 

（三） 市町村長が同意を行うに当たっては、あらかじめ、決裁権

を市町村の職員に委任することができること。 

 

三 病院からの連絡 

病院は、入院又は入院期間の更新を行う患者について、居住地、

家族等のうちいずれかの者の有無等を調査し、当該患者が入院又は

入院期間の更新につき市町村長の同意が必要な者である場合には、

速やかに市町村長の同意の依頼を行うこと。 

なお、入院又は入院期間の更新の同意の依頼の際には、市町村長

の同意を行うために必要な事項が明らかになるように、次の事項に

ついて連絡すること。 

ア 患者の氏名、生年月日、性別 

イ 患者の居住地又は現在地 

ウ 患者の本籍地 

エ 患者の病状（入院又は入院期間の更新が必要かどうかの判断を

する根拠となるもの） 

オ 患者の家族構成及び家族に対する連絡先 

カ 患者に対する家族等からの虐待・DV 等に関連して必要な情報 

（ア） 患者に対する虐待・DV 等に係る家族等の氏名。 

（イ） 患者に対する家族等からの虐待・DV 等が疑われ、病院から

行政に対し通報等を行っている場合、その内容と通報窓口の

連絡先 

（ウ） 患者に対して虐待・DV 等の一時保護措置等の対応が取られ

ている場合、その内容と保護先の施設担当者等の連絡先 

（エ） 患者から DV 等支援措置を受けている旨の申し出があった

場合、その内容 

キ 患者を診察した指定医の氏名 
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ク その他参考となる事項 

 

入院時における市町村長の同意の依頼は、迅速に行う観点から、

電話等口頭で行うことができるが、口頭依頼後に速やかに医療保護

入院同意依頼書（様式１）を市町村長にあて送付すること。 

また、入院期間の更新に関する同意を依頼する場合にあっては、

医療保護入院期間の更新に関する同意依頼書（様式４）を市町村長

にあて送付すること。 

なお、家族等を一（四）ウに該当する者と扱う場合には、単に電

話に出ないなど連絡が取れないだけでは不十分であり、同意又は不

同意の意思表示を行わない旨を明示していることが必要なことに留

意すること。 

 

注 

（１） 項目カ（イ）の「通報等」とは、以下の内容を指す（以下

「通報等」という。）。 

・ 児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号。以

下「児童虐待防止法」という。）第６条第１項の規定による通

告 

・ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成 13 年法律第 31 号。以下「配偶者暴力防止法」とい

う。）第６条第１項の規定による通報 

・ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律（平成 17 年法律第 124 号。以下「高齢者虐待防止法」とい

う。）第７条第１項の規定による通報 

・ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する

法律（平成 23 年法律第 79 号。以下「障害者虐待防止法」とい

う。）第７条第１項の規定による通報 

 

（２） 項目カ（ウ）の「一時保護措置等」とは、以下の措置を指

す（以下「一時保護措置等」という。）。 

・ 児童虐待防止法第８条第２項第１号の措置 

・ 配偶者暴力防止法第３条第３項第３号の措置 

・ 高齢者虐待防止法第９条第２項の措置 

・ 障害者虐待防止法第９条第２項の措置 

・ その他、上記措置に準ずる措置 
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（３） 項目カ（エ）の「DV 等支援措置」とは、住民基本台帳事務

処理要領（昭和 42 年 10 月４日法務省民事甲第 2671 号、自

治振第 150 号等法務省民事局長、自治省行政局長等から各都

道府県知事あて通知）第５－10 の措置を指す（以下「DV 等

支援措置」という。）。 

 

四 市町村において行われる手続き 

（一） 市町村の担当者は、病院から電話等で入院又は入院期間の

更新の同意の依頼を受けた際には、市町村長の同意を行うた

めに必要な次の事項については聴取票（入院時は様式２、入

院期間の更新時は様式５）に記載して明らかにしておくこ

と。 

ア 患者が入院又は入院期間の更新を行う病院の名称・所在地 

イ 患者の氏名、性別、生年月日 

ウ 患者の居住地又は現在地 

エ 患者の本籍地 

オ 患者の病状（入院又は入院期間の更新が必要かどうかの判断を

する根拠となるもの） 

カ 患者の家族構成及び家族に対する連絡先 

キ 患者に対する家族等からの虐待・DV 等に関連して必要な情報 

（ア） 患者に対する虐待・DV 等に係る家族等の氏名 

（イ） 患者に対する家族等からの虐待・DV 等が疑われ、病院から

行政に対し通報等を行っている場合、その内容と通報窓口の

連絡先 

（ウ） 患者に対して虐待・DV 等の一時保護措置等の対応が取られ

ている場合、その内容と保護先の施設担当者等の連絡先 

（エ） 患者から DV 等支援措置を受けている旨の申し出があった

場合、その内容 

ク 患者を診察した指定医の氏名 

ケ 聴取した日 

 

（二） 病院から依頼を受けた後、市町村の担当者は、患者が市町

村長の入院又は入院期間の更新の同意の対象者であるかどう

かを確認するため、以下のような手続きをとること。 

ア 患者が居住地を申し出ている場合には、住民票等によりその確

認を行うこと。 



6 
 

（注１） 確認できない場合には、居住地が不明な者として二

（二）のケースとして扱うこと。 

イ 病院が把握していない家族等の存在を把握し、連絡がとれる場

合には、その同意の意思の有無を確認すること。ただし、その

際、対象の患者が DV 等支援措置の対象となっているか否かを確

認する。当該患者が DV 等支援措置の対象となっており、かつ、

当該家族等が DV 等支援措置による住民票の閲覧の制限等を受け

ている場合は、当該家族等については一（四）のケースとして取

り扱い、連絡は取らないこと。 

ウ 患者に対する家族等からの虐待・DV 等が疑われ、病院が行政に

対し虐待・DV 等に係る通報等を行っている場合は、通報先の窓口

に連絡を取り、通報等が適切に受理されていることを確認するこ

と。（ただし、その時点で虐待の事実がないことが判明している

場合は、通報の対象とされている家族等について、法第５条第２

項に規定する「家族等」と取り扱って差し支えない。） 

エ 患者に対して、家族等からの虐待・DV 等により一時保護措置等

が取られている旨、病院から連絡があった場合は、一時保護先の

施設担当者等に連絡を取り、一時保護措置等が現に実施されてい

るか確認すること。 

オ 患者から DV 等支援措置を受けている旨の申し出があったと病

院から連絡があった場合は、その内容について事実と相違ないか

確認すること。 

（注２） ウからオまでに掲げる事実について確認できた場合、患

者に対して虐待・DV 等を行った又はそれが疑われる家族等

については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施

行規則（昭和 25 年厚生省令第 31 号。以下「施行規則」と

いう。）第１条各号に該当するものとして取り扱うこと。 

 

（三） （二）の手続きをとり、患者が市町村長の入院又は入院期

間の更新の同意の対象者であることを確認のうえ、市町村の

担当者は速やかに同意の手続きを進めること。 

（四） 市町村長の同意が行われた場合は、速やかにその旨を病院

に連絡すること。このため、口頭で病院に連絡することが可

能であるが、口頭で連絡した場合においても、その後速やか

に同意書（様式３）を作成して病院に交付すること。この場

合、同意書の日付は口頭で連絡を行った日とすること。 
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また、入院期間の更新の手続きの際は、医療保護入院期間

の更新に関する同意書（様式６）を作成して病院に交付する

こと。 

（五） 休日夜間等において市町村長の入院の同意の依頼を受けた

場合においても、速やかに同意が行われるようにすること。 

このため、休日夜間等においても迅速に対応できる体制を

整えておくとともに、休日夜間等の緊急の場合の連絡方法に

ついては関係する病院にあらかじめ連絡しておくこと。 

なお、聴取票の作成及び前記（二）の手続きをとることが

できなかった場合においては、その後速やかに手続きをとる

こと。 

 

五 同意後の事務 

（一） 入院中の面会等 

市町村の担当者は、入院の同意後、速やかに本人に面会し、

その状態を把握するとともに市町村長が同意者であること及び

市町村の担当者の連絡先、連絡方法を本人に伝えること。 

なお、市町村長同意直後の面会後も、市町村長同意による入

院が継続している間は、継続して面会等を行い、本人の状態、

動向の把握等に努めること。 

また、退院後生活環境相談員と連携の上、施行規則第 15 条

の 11 の規定による医療保護入院者退院支援委員会に積極的に

参加するほか、法第 47 条の規定に基づき、必要な情報の提

供、助言その他の援助を行い、本人の意思を尊重した上で、退

院に向けた相談支援につなげること。 

上記の業務を担当する者は、患者の退院に向けた調整をする

ことが期待されていることから、精神保健福祉に関する研修や

精神保健福祉相談員講習会等を受講した者が望ましい。 

さらに、都道府県（指定都市を含む。以下同じ。）が法第 35

条の２の規定による入院者訪問支援事業を実施している場合に

は、面会時にリーフレット等を用いて当該事業について紹介す

ること。なお、本人が当該事業を利用する旨について都道府県

への連絡を希望した際には、訪問が速やかに実施されるよう、

都道府県に確実にその旨を伝達すること。 

（注）本人が遠隔地の病院に入院した場合には、市町村間で連

絡を取ってその状態や動向等の把握に努めること。 



研修関係の周知事項について

令和５年度相談支援従事者研修指導者養成研修会資料一部使用
令和５年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修会資料一部使用

1
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主任相談支援専門員の計画的な育成について

１ 主任相談支援専門員研修について

• 地域の障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医療、福祉、就労、教育などのサー
ビスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術を向上させ、困難事例に対する支援方法について修得すると
ともに、地域の相談支援体制において、地域課題についての協議や相談支援に従事する者への助言・指導等
を実施するなど中核的な役割を果たす者を養成することを目的とします。

２ 主任相談支援専門員の計画的な育成について

• 障害者総合支援法の改正により、令和６年４月から、市町村における基幹相談支援センターの設置が努力義
務化され、法改正を踏まえた第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画（令和６～８年度）における国の
基本指針では、センターについて、令和８年度末までにすべての市町村に設置することが目標とされ、国か
らは、センターの従事者として、主任相談支援専門員を配置するようお願いがあるところです。

• つきましては、県が実施する研修の受講定員には限りがあることを踏まえ、「計画的な養成」を頂きますよ
うお願いします。特に、自立支援協議会単位で主任相談支援専門員がいない地域においては、相談支援体制
の充実に向け、早期の育成を図られますようお願いします。

3
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【相談支援従事者研修】　現任研修受講期限セルフチェック表

セルフチェック表への記入方法

１　ご自身の「初任者研修Ⅰ」の「修了証書」に記載されている「修了年度(※）」を確認し、㋐に記入してください。(複数回受講している場合は、最新の修了証書)

　　　（注）記入するのは、「年度」です。「修了年」ではありません。（例）令和5年2月16日が修了年月日の場合、修了年度は「令和４年度」。

２　㋑に初任者研修Ⅰの修了年度の翌年度から順番に、年度を記入してください。

３　㋒㋓㋔に、㋑から続けて、年度を記入してください。

４　現任研修を修了した年度に○をつけ、ご自身の現任研修受講期限の確認に使用してください。

起点

初任者研修Ⅰ

㋐

年度

㋑

年度 年度 年度 年度 年度

㋒

年度 年度 年度 年度 年度

㋓

年度 年度 年度 年度 年度

㋔

年度 年度 年度 年度 年度

※平成17年度までに国又は都道府県が実施した「障害者ケアマネジメント従事者養成研修」を修了し、平成18年度以降に「現任者研修Ⅰ又はⅡ」を修了した方は、

　初めて受講した「現任者研修Ⅰ又はⅡ」の「修了証書」に記載されいる「修了年度」を㋐に記入してください。

第４回受講期間

この間に、現任又は主任研修を１回以上修了

相談支援専門員として従事可能

相談支援専門員として従事可能

第１回受講期間

この間に、現任研修を１回以上修了 相談支援専門員として従事可能

第２回受講期間

この間に、現任又は主任研修を１回以上修了 相談支援専門員として従事可能

第３回受講期間

この間に、現任又は主任研修を１回以上修了

以降、繰り返し

現任研修対象者

（１）現任研修を初めて受講する方（第１回受講期間）

過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験があること

（２）現任研修を過去に１回以上修了している方（第２回受講期間以降）

次の①又は②に当てはまること

①過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験があること

②現に相談支援業務に従事していること

5



【相談支援従事者研修】　現任研修受講期限セルフチェック表

セルフチェック表への記入方法

１　ご自身の「初任者研修Ⅰ」の「修了証書」に記載されている「修了年度(※）」を確認し、㋐に記入してください。(複数回受講している場合は、最新の修了証書)

　　　（注）記入するのは、「年度」です。「修了年」ではありません。（例）令和5年2月16日が修了年月日の場合、修了年度は「令和４年度」。

２　㋑に初任者研修Ⅰの修了年度の翌年度から順番に、年度を記入してください。

３　㋒㋓㋔に、㋑から続けて、年度を記入してください。

４　現任研修を修了した年度に○をつけ、ご自身の現任研修受講期限の確認に使用してください。

起点

初任者研修Ⅰ

㋐　　６

年度

㋑ 7 8 9 10 11

年度 年度 年度 年度 年度

㋒ 12 13 14 15 16

年度 年度 年度 年度 年度

㋓ 17 18 19 20 21

年度 年度 年度 年度 年度

㋔ 22 23 24 25 26

年度 年度 年度 年度 年度

第４回受講期間

この間に、現任又は主任研修を１回以上修了

※平成17年度までに国又は都道府県が実施した「障害者ケアマネジメント従事者養成研修」を修了し、平成18年度以降に「現任者研修Ⅰ又はⅡ」を修了した方は、

　初めて受講した「現任者研修Ⅰ又はⅡ」の「修了証書」に記載されいる「修了年度」を㋐に記入してください。

第２回受講期間

この間に、現任又は主任研修を１回以上修了 相談支援専門員として従事可能

第３回受講期間

この間に、現任又は主任研修を１回以上修了 相談支援専門員として従事可能

相談支援専門員として従事可能

第１回受講期間

この間に、現任研修を１回以上修了 相談支援専門員として従事可能

現任研修

受講

以降、繰り返し

記入例

初任者研修Ⅰ

受講

１３年度まで資格が延長されます

現任研修対象者

（１）現任研修を初めて受講する方（第１回受講期間）

過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験があること

（２）現任研修を過去に１回以上修了している方（第２回受講期間以降）

次の①又は②に当てはまること

①過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験があること

②現に相談支援業務に従事していること

6
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更新研修受講期限セルフチェック表

セルフチェック表への記入方法

１　ご自身の過去の修了証書を確認し、証書に載っている修了年度を㋐に記入してください。

　　　※記入するのは、「年度」です。「修了年」ではありません。（例）令和5年2月16日が修了年月日の場合、修了年度は「令和４年度」。

　【確認する修了証書】 新カリ受講者(※)：実践研修

旧カリ受講者(※)：初回の更新研修

２　㋑に実践研修又は初回の更新研修の修了年度の翌年度から順番に、年度を記入してください。

３　㋒㋓㋔に、㋑から続けて、年度を記入してください。

４　更新研修を修了した年度に○をつけ、ご自身の更新研修受講期限の確認に使用してください。

起点

実践 又は 初回更新研修

㋐

年度

㋑

年度 年度 年度 年度 年度

㋒

年度 年度 年度 年度 年度

㋓

年度 年度 年度 年度 年度

㋔

年度 年度 年度 年度 年度

この間に、更新研修を１回以上修了

サビ管・児発管として従事できる

第１回受講期間

この間に、更新研修を１回以上修了 サビ管・児発管として従事できる

第２回受講期間

この間に、更新研修を１回以上修了 サビ管・児発管として従事できる

第３回受講期間

この間に、更新研修を１回以上修了 サビ管・児発管として従事できる

第４回受講期間

以降、繰り返し

（※）

新カリ受講者とは・・・平成31年4月1日以降に基礎研修と相談支援従事者

研修初任者研修Ⅰ（7日間）又は初任者研修Ⅱ（2日間）を修了し、実践研

修を修了した者

旧カリ受講者とは・・・平成31年3月31日までにサービス管理責任者・児

童発達支援管理責任者研修および相談支援従事者研修初任者研修Ⅰ（5日

間）又は初任者研修Ⅱ（2日間）を修了し、かつ平成31年4月1日以降に更

新研修を修了した者

9



更新研修受講期限セルフチェック表

セルフチェック表への記入方法

１　ご自身の過去の修了証書を確認し、証書に載っている修了年度を㋐に記入してください。

　　　※記入するのは、「年度」です。「修了年」ではありません。（例）令和5年2月16日が修了年月日の場合、修了年度は「令和４年度」。

　【確認する修了証書】 新カリ受講者(※)：実践研修

旧カリ受講者(※)：初回の更新研修

２　㋑に実践研修又は初回の更新研修の修了年度の翌年度から順番に、年度を記入してください。

３　㋒㋓㋔に、㋑から続けて、年度を記入してください。

４　更新研修を修了した年度に○をつけ、ご自身の更新研修受講期限の確認に使用してください。

起点

実践 又は 初回更新研修

㋐　３

年度

㋑ 4 5 6 7 8

年度 年度 年度 年度 年度

㋒ 9 10 11 12 13

年度 年度 年度 年度 年度

㋓ 14 15 16 17 18

年度 年度 年度 年度 年度

㋔ 19 20 21 22 23

年度 年度 年度 年度 年度

この間に、更新研修を１回以上修了

サビ管・児発管として従事できる

第１回受講期間

この間に、更新研修を１回以上修了 サビ管・児発管として従事できる

第２回受講期間

この間に、更新研修を１回以上修了 サビ管・児発管として従事できる

第３回受講期間

この間に、更新研修を１回以上修了 サビ管・児発管として従事できる

第４回受講期間

更新研修

受講

以降、繰り返し

（※）

新カリ受講者とは・・・平成31年4月1日以降に基礎研修と相談支援従事者

研修初任者研修Ⅰ（7日間）又は初任者研修Ⅱ（2日間）を修了し、実践研

修を修了した者

旧カリ受講者とは・・・平成31年3月31日までにサービス管理責任者・児

童発達支援管理責任者研修および相談支援従事者研修初任者研修Ⅰ（5日

間）又は初任者研修Ⅱ（2日間）を修了し、かつ平成31年4月1日以降に更

新研修を修了した者

記入例

実践研修

受講

１３年度まで資格が延長されます

10



サービス管理責任者等研修（更新研修）　受講期間早見表

実践研修

又は

初回の更新研修

修了年度

R元年度 起算 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R２年度 起算 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R３年度 起算 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R４年度 起算 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R５年度 起算 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R６年度 起算 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R７年度 起算 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R８年度 起算 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R９年度 起算 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R１０年度 起算 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R１１年度 起算 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R１２年度 起算 13 14 15 16 17 18 19 20

R１３年度 起算 14 15 16 17 18 19 20

R１４年度 起算 15 16 17 18 19 20

R１５年度 起算 16 17 18 19 20

R１６年度 起算 17 18 19 20

R１７年度 起算 18 19 20

R１８年度 起算 19 20

R１９年度 起算 20

起算 ：実践研修又は初回の更新研修修了年度

：第１回受講期間 ：第２回受講期間 ：第３回受講期間 ：第４回受講期間

16 17 18 19 20

年度

令和

元
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の資格更新のためには

・実践研修（新カリ受講者） 又は

・初回の更新研修（旧カリ受講者）

を修了した年度を起算年度とし、

翌年度から「５年度毎に１回以上」更新研修の受講が必要です。

11
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OJT

OJT

OJT

OJT

OJT

OJT

13



徳島県におけるOJT短縮のための指定権者への届出方法

1. いつ・・・基礎研修修了後、OJT開始前までに
2. どこへ・・徳島県障がい福祉課又は徳島県健康寿命推進課へ
3. 何を・・・次の書類を

【届出に必要な提出書類】
• 個別支援計画（原案）の作成の業務に関する届出書
• 実務経験証明書
• サービス管理責任者等基礎研修修了証書（写し）
• 相談支援従事者初任者研修修了証書（写し）
• 返信用封筒（返信宛先記入・切手を貼付）

※届出書の様式は徳島県ホームページ「サービス管理責任者等実践
研修の実務経験特例に必要な届出について」に掲載

（参考）
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7220289/

個別支援計画（原案）作成の業務に関する届出書

徳島県知事 殿

年 月 日

受付印

届出者

所在地

名 称

代表者

下記の者が、実践研修受講要件である実務経験（OJT)として、障がい福祉サービス事業所等において、個別支援計画（原案）作成の業務に従事することについて次のとおり届け出ます。

氏 名 （生年月日 年 月 日）

職 名

研修修了年月日

サービス管理責任者等基礎研修 年  月 日

相談支援従事者研修初任者研修 年  月 日

個別支援計画（原案）作成の業務に従事
する事業所

事業所番号

事業所名

サービス種別（ ）

個別支援計画（原案）作成の業務を含ん
だＯＪＴ期間

年 月 日～ 年 月 日（ 年 月間）

（実践研修開始日の前日時点（予定も含む）まで）

（産休・育休、療養のための休暇期間、長期研修等により不在の期間は算入不可）

うち個別支援計画（原案）の作成の業務
に従事する日数

日

うち個別支援計画（原案）を作成する回
数

回

（個別支援計画（原案）を作成する回数については、少なくとも概ね計１０回以上行うことを基本とする。）

個別支援計画（原案）作成までの一連の
業務内容

※右記について従事する業務全てチェッ
クを入れること

□ 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討
を行う。

□ アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画（原案）を作
成する。

□ サービス管理責任者等が開催する個別支援計画の作成に係る会議への参画。

添付書類

※右記について、漏れが無いか確認し
チェックを入れること

□ 実務経験証明書（参考様式）

□ サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者基礎研修修了証（写し）

□ 相談支援従事者初任者研修修了証（写し）

届出期限
※右記について、漏れが無いか確認し
チェックを入れること

□ OJT開始前（遅くともOJT開始後10日以内）の届出である。【原則】
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＜ホームページ検索方法＞
徳島県ホームページのトップページで「検索キーワードを入力」の欄に「徳島県障がい福
祉に関する各種研修」と入力して「検索」をクリック

掲載時期：３月下旬頃
掲載場所：徳島県障がい者相談支援センターホームページ

令和７年度の研修の年間スケジュールについて

※研修によっては募集時期が例年と異なる場合があります！ご注意ください！
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市町村障害福祉担当の方へ
医療的ケア児者の支援について

徳島県医療的ケア児等支援センター

コーディネーター 渡部尚美



在宅の医療的ケア児者の現状

令和6年度保健師・助産師・看護師・三職蠰合同研修会



医療的ケア児数は
全国に約2万人

年齢別医療的ケア児数は0
～4歳が多い
人工呼吸器装着者も同様

在宅の医療的ケア児の推計値(0～19歳)

➢ 複数の医療的ケアが必要

➢主たる介護者は母親で負担は大きい
厚生労働省．令和元年度障害者総合福祉推進事業 医療的ケア児者とその家族の生活実態調査報告書 令和2(2020)年 3 月

医療的ケア児の現状

令和6年度保健師・助産師・看護師・三職蠰合同研修会

3歳児までだと
手帳がなく、福
祉サービスを受
けていない｡



令和6年度保健師・助産師・看護師・三職蠰合同研修会
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図1 令和6年度月別相談件数の推移

1713 11 6 7 14 14 17 14 13

持ち越し相談
(回)

10か月間
◆相談件数

1157件
◆月平均相談回数

109.5回
◆月平均相談時間

34.2時間

令和６年度の医ケアセンターへの専門的相談から



◆相談者

①母 ⑪行政

令和6年度の医ケアセンター専門的相談から

母

患者支援セン

ター/MSW, …

相談支援専門…

通所事業所(管

理者・職員), 

認定こども園, 9

在宅医(小児), 

6

行政,保健師, 4

教育委員会, 4

両…

小学校, 3

支援学校, 3

入所施設管理

者, 3

本人, 2

調剤薬局, 2

報道, 2

業者(人工呼吸…

急性期病院(医…

児童相談所, 1

リハビリ, 1

図2 相談者

◆相談内容 43項目(相談件数1157件)

①個別避難計画(作成･内容の見直し)

148件

②本人家族･生活状況の情報共有  

132件

③施設利用･ケア調整/支援体制作り 

105件

④自主避難への支援 86件

⑤在宅移行の情報共有 82件

※在宅移行に関する市町村手続き含む、個別避難計画も



徳島県内では社会的資源がない
■在宅医・訪問看護(小児)を受け入れてくれるところが少ない

■福祉サービスの受け入れ先も少ない

市町村窓口に相談に行く事が難しい(医ケア児と共に外出しにくい)

・相談支援専門員 ・ショートステイ２カ所

・通所利用(児童発達支援/放課後等デイ/生活介護)

※多種多様な医療的ケア児者の対応(動く医ケア児者)

■地元の保育園や学校での受け入れば難しい

■災害時の支援が進まない⇒市町村格差あり

■１８歳の壁⇒移行期医療が進んでいない

在宅移行が難しく、家族の負担増



入院生活

生活

終末期

成人移行支援

就園・就学支援(支援学校)

出生

市町村は出生から在宅・成人移行まで生涯に関わる

災害時の支援
在宅へ
福祉
医療
支援

〇〇病院(複数の科)医療関係者入院・外来・リハビリ

医療機器・医療材料の業者

相談支援専門員

在宅医療・在宅医・訪問看護

市町村窓口・保健所・母子保健

教育・教育委員会・支援学校・地元小学校

医療的ケア児等支援センター

通所支援・短期入所

移行期医療

生活介護・就労

医療的ケア児者のライフステージを通した支援



医療的ケア児者の支援は市町村から
【医ケア児者の家族】

・医療的ケア児がいると

外出も難しい(荷物も多い)

・どんなサービスがあるのかわからな
いし､うまく伝えることができない等

【市町村窓口】

・医療的ケア児者がどのよ

うな方なのかがイメージしにくい

・どんなサービスを受けたいのか、何
に困っているのかわからない等

◆それぞれのケースに応じ対応を検討
・東京都港区HP｢医療的ケア児の人が受けられるサービス｣窓口や
各ライフステージ毎のサービス一覧が閲覧

◆退院前の在宅移行するときに医療機関から市町村窓口に退
院前カンファレンスに参加

◆市町村職員対象に医療的ケア児等について研修会を開催
◆医療的ケアコーディネーターを市町村配置

東京都港区HP



各機関との連携⇒多職種でチームとなり支援
在宅医・主治医・訪問看護事業・通所事業所・
短期入所受け入れ先・学校・保育所等

保育所 学校 通所事業所

短期入所受け
入れ先

訪問看護ST

ヘルパーST

行政 日用生活用具･
福祉サービスの申請

相談支援支援事業所

医療的ケア児等支援センター



ご清聴ありがとうございました



令和６年度 市町村障がい福祉主管課担当者等説明会

『意思疎通支援者派遣事業』に
おける報償費の見直しについて

徳島県保健福祉部障がい福祉課
社会参加・啓発担当



県の「令和７年度意思疎通支援者派遣事業」における
報償費の変更点

令和７年度～令和６年度項目

割増時間帯 22:00～6:00
加算率 150/100

なし報償費 夜間割増

１ 夜間割増の新設

報償費 2,000円/ｈ＊150/100

２ 対象事業

・盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
・専門性の高い意思疎通支援者の派遣等事業

報酬額は徳島県内で統一されていないので
各市町村において、今後予算や派遣要項、契約の見直しの検討を
行っていただければと考えています。



（参考）
全国調査結果
派遣事業実施の都道府県のうち夜間・早朝加算実施割合

１１／３８手話通訳者

１１／３９要約筆記者

７／４１盲ろう者向け通訳介助員

（参考）四国３県の状況

高知県愛媛県香川県

20時以降
500円加算

なし22:00～5:00
125/100

手話通訳者

20時以降
500円加算

なし22:00～5:00
125/100

要約筆記者

1時間2,000円なしなし盲ろう者向け通訳介助員



令和６年度 市町村障がい福祉主管課担当者等説明会

「障害者優先調達推進法」に基づく
物品等の調達の推進について

徳島県保健福祉部障がい福祉課
社会参加・啓発担当



徳島県の工賃の現状

徳島県工賃向上計画（第５期）

令和６年度～令和８年度 （３か年）

３０，８００円 ←令和８年度（最終年度）

※ 各年度４月１日時点の事業所における実績県平均工賃推移
※ Ｒ６報酬改定により、

Ｒ５実績より算定方法変更

計画期間

目標工賃

Ｒ５（実績）

２９，３１２円２９，３１２円 ２９，８００円２９，８００円 ３０，３００円３０，３００円 ３０，８００円３０，８００円

Ｒ８

＋５％

Ｒ６ Ｒ７

29,312

２年連続 全国１位！２年連続 全国１位！

計画掲載場所計画掲載場所

実績掲載場所実績掲載場所



102,160 

52,661 

154,821 

122,375 

52,499 

174,874 177,505 

59,145 

236,650 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

県 市町村 合計

県・市町村における優先調達額の推移

R3 R4 R5

官公需のさらなる拡大

県からは例年多くの受注獲得できているが、
国や市町村からの受注が伸び悩んでいる

就労協と事業所が連携して
今後、国や市町村への積極的な営業を展開→受注拡大を図る

優先調達のさらなる推進に
ご協力よろしくお願いします！
優先調達のさらなる推進に
ご協力よろしくお願いします！



県からの優先調達事例

（物品）食料品・飲料類

29%

（物品）小物雑貨類
27%（役務）印刷

24%

（役務）清掃・施設管理

13%

（物品）事務用品・書籍類

3%

（役務）その他のサービス・役務

2%

（役務）飲食店等の運営

1%

（物品）その他の物品

1%
（役務）情報処理・テープ起こし

0%

（役務）クリーニング

0%

発注事例

• チラシ、リーフレット
• クリアファイル、ウェットティッシュ、
メモ帳、ふせん、缶バッチ

• 上記の印刷物や物品のデザイン
• 藍染め商品（記念品等として）
• データ集計作業、封入・発送作業
• 県有地の除草・剪定、県有施設内の清掃 など

Ｒ５県優先調達内訳

毎年発注事例を全庁へ発信

ウェットティッシュ



民間企業への販路拡大（参考）

徳島県の平均工賃は高い水準を維持しているが、さらなる工賃向上のためには、
これまで販路拡大ができてない民間企業への販路拡大も行っていく必要がある

就労協と事業所が連携して あわのわーくを活用して
民間企業へ営業中

地元企業への周知
ご協力お願いいたします！
地元企業への周知

ご協力お願いいたします！

令和５年度末から開始令和５年度末から開始



１１ 日常生活用具給付等事業について



選定の基本

市町村要

綱で規定

用具の要件
に該当する

かを検討

厚生労働省
告示第

５２９号

厚生労働省の見解（通知文）

対象種目の選定

非常用電源（蓄電池・自家発電機等）を
種目とする際の検討事項

地域の実情により
市町村が必要と認めた場合＋



１２ 心身障がい児(者)在宅介護等支援事業
について
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